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様式第２号（第５条関係） 

令和５年度第１回久喜市介護保険運営協議会会議録 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

○青木課長 皆様こんにちは。本日は公私ともにお忙しい中ご出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。只今から、令和５年度第１回久喜市介護保険運営

協議会を開催させていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます、

この４月１日付けの人事異動で介護保険課長職を拝命いたしました青木と申し

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日も引き続き新型コロナウイル

スの感染防止策を講じながら会議を開催してまいりますので、よろしくお願い

いたします。なお、マスクの着用につきましては、本市においては３月 13 日以

降、個人の判断に委ねることとしておりますので、その点もよろしくお願いい

たします。では、開会に先立ちまして、梅田市長からご挨拶を申し上げます。 

○市長 ≪市長挨拶≫ 

○青木課長 ありがとうございました。続きまして、秋本会長からご挨拶を賜りた

いと存じます。秋本会長、よろしくお願いいたします。 

○秋本会長 ≪会長挨拶≫ 

○青木課長 ありがとうございました。それでは、会議に入ります前に、出席委員

についてご報告申し上げます。事前に、新井委員、渋谷委員、木伏委員、増田

委員につきましては本日欠席のご連絡を頂いております。また、現在、本田委

員、市川委員、東郷委員の３名の方におかれましては、まだこちらに到着して

いないという状況でございますが、現時点で、本日の出席委員は 13 人で、定数

20 人の過半数に達しておりますことから、本協議会は久喜市介護保険条例第 15

条第２項の規定により成立いたしますことをご報告申し上げます。 

次に現在の傍聴者数でございますが、傍聴者はおりません。なお、今回も株

式会社ぎょうせいの職員が参加しております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

それでは次第をご覧いただきたいと存じます。次第の３として、本日諮問事

項がございます。梅田市長から秋本会長へ諮問を行いたいと思います。梅田市

長、秋本会長、よろしくお願いいたします。 

≪諮問≫ 

ありがとうございました。誠に恐縮でございますが、この後市長は公務がご

ざいますため、ここで退席とさせていただきます。ただいまから諮問書の写し

を皆様へお配りいたしますので、ご確認を頂きたいと存じます。 

続きまして、本日の資料につきまして確認をさせていただきます。事前に郵

送いたしました資料でございますが、次第、資料の概要について、資料１とし

て「地域密着型サービス事業所の新規指定について」、資料 2-1 として「市外
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地域密着型サービス事業所の指定更新について①」、資料 2-2 として「市外地

域密着型サービス事業所の指定更新について②」、資料３として「令和５年度

介護予防支援業務委託契約事業所一覧」、資料４として「令和４年度久喜市高

齢者実態調査報告書」、資料５として「久喜市高齢者福祉計画・第９期介護保

険事業計画の概要について」の以上８点でございます。 

また、本日配布させていただきました資料がお手元にございます。議事

（４）の関連で「令和４年度久喜市高齢者実態調査報告書に関する質問への回

答」の１点でございます。資料に不足がある方は挙手を頂きたいと思います

が、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして、会議の公開及び会議録の作成等についてご説明させていただき

ます。久喜市では、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、会議

は原則公開とし、傍聴することが可能でございます。また、会議録を作成し公

開することとなっておりますことから、本会議におきましても、発言者の氏名

を含め全文記録方式で会議録の作成を行いたく、録音につきましてご了解を頂

きたいと思います。これに伴い、発言者の皆様はマイクを使用しての発言にご

協力をお願いいたします。 

それではこれより本日の議事に移らせていただきます。ここからは久喜市介

護保険条例第 15 条第１項の規定により、会長が議長となり議事を進めていただ

きたいと存じます。秋本会長よろしくお願いいたします。 

○議長(秋本会長) 本日の議事でございますけれども、承認案件が全部で３件でござ

います。まず、会議に先立ちまして議事録署名委員を私から指名させていただ

きます。前回に引き続きまして、名簿の順で赤池委員さん、それから廣瀬委員

さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  ≪赤池委員、廣瀬委員了承≫ 

それでは早速本日の議題に移りたいと思います。まず議事の（１）でござい

ます。地域密着型サービス事業所の新規指定について、事務局からの説明をお

願いいたします。 

○佐藤係長 昨年度に引き続き担当させていただきます、介護保険課保険料・給付

係の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。

議事の（１）地域密着型サービス事業所の新規指定についてご説明いたしま

す。資料１をご覧ください。 

  ≪資料 1 に基づき説明≫ 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。ただいま事務局の方から説明がござい

ました。この説明に関してご質問あるいはご意見等ございましたら、挙手の上

お願いいたします。ないということでよろしいでしょうか。ありがとうござい

ます。この議事１は、本協議会の承認を頂きたい事項ということでございま

す。地域密着型通所介護「みらいちリハ」の事業所の新規指定について、本協

議会として承認するということでよろしいでしょうか。 

≪委員了承≫ 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 
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次の議事に移りたいと思います。（２）でございます。市外地域密着型サー

ビス事業所の指定更新について、事務局からの説明をお願いします。 

○佐藤係長 引き続き着座にて失礼いたします。資料 2-1 をご覧ください。 

      ≪資料 2-1、2-2 に基づき説明≫ 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。ただいま事務局から説明がございまし

た。最初にあすなろホーム幸手でございますが、これについてのご意見・ご質

問はございますか。ご意見・ご質問なしということでよろしいでしょうか。あ

すなろホーム幸手につきましては更新ということでよろしいでしょうか。 

≪委員了承≫ 

ありがとうございます。承認といたします。 

それでは 2 つ目でございますけれども、メディカルフローラ新白岡について

のご意見あるいはご質問をお願いいたします。茨木委員さんどうぞ。 

○茨木委員 前の協議会もそうだったのですが、更新や新規の場合、申請書の様式

というのは決められているものなのですか、法令か何かで。 

○議長(秋本会長) この様式についての質問でございます。事務局回答をお願いしま

す。 

○佐藤係長 市役所で決めた様式で提出していただいております。 

○茨木委員 例えば２番の法令基準の確認事項状況、括弧云々と書いてありまし

て、その中の様式で確認という文言が入ってくるのです。これは必要かなと、

削除しても全然問題ないのではないかというのが１点です。もう１つは、その

確認事項の隣に同じ確認状況とありますけれど、この 2つペアでもって適になる

のか、片方だけ適で片方が不適の場合は不適なのか、その判定はどのように決

めているのですか。 

○議長(秋本会長) 事務局どうぞ。 

○佐藤係長 １点目の確認状況における何々にて確認ということですけれども、こ

ちら以前から入れさせていただいておりますが、協議会でこちらは掲載の必要

はないということであれば削除することも可能でございます。２点目です。関

係法令等適否で適というのにつきましては、例えば、資料 2-2 の介護従事者

（１）、（２）、（３）、それぞれについて適が出ているかどうかを見ており

ます。１つでも不適がある場合は基準を満たさないという形になります。以上

です。 

○議長(秋本会長) という事務局の説明がございましたが、この説明について、茨木

委員さんの質問、それに対する事務局の回答について、他の委員さん、これに

ついてどのようにお考えでしょうか。何かございますか。表現の問題ですね。

茨木さん、何かまだありますか。 

○茨木委員 市で様式を作成されたということですが、これが外部に出た時に私の

ような意見を持つ人も当然いらっしゃるかと思いますので、削れるところは削

ってやはり単純化というか、スリム化というか、それでも対応できる様式を作

っておいた方がいいかなと、意見として述べさせていただきます。 

○議長(秋本会長) 今のは意見という形でよろしいですか。はい。茨木委員さんから
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意見がございましたが、他の委員さん、何かこれについてのご意見ございます

か。なければ、一応市役所でも規程で定めていると思いますので、次回までに

内部でさらに検討いただいて、引き続きこの表現とするのか、やはり茨木委員

の言うようにちょっとくどいというのであれば、削除してもわかるのかなと思

います。何かありますか。 

○土屋参事 高齢者福祉課長の土屋と申します。お世話になっております。ただい

まの茨木委員さんの質問に関して、私の記憶なのですけれども、以前こういっ

た承認をいただく事項で、ここの部分については何をもって確認をしているの

かというようなご質問がありまして、それについてこういった記載をさせてい

ただいていると考えているのですが、その点について発言させていただきま

す。 

○議長(秋本会長) 過去いきさつがあってこういう形になったわけですよね。今回ま

た意見が出ましたので、次回までにもう一度検討してみてください。茨木さん

の言うお話ももっともだと思いますので、何年も経っていると思いますし、一

番簡単なわかりやすい表現で、どれが一番いいのか事務局で検討していただい

て、次回の協議会の時にまた事務局で、従来どおりいくのか、改善するのか回

答していただければと思います。よろしいですか。 

○茨木委員 はい。 

○議長(秋本会長) 他にまだもう１点、はい、どうぞ。 

○茨木委員 承認するのはやぶさかではないのですが、去年もそうだったのです

が、確認状況の中で勤務形態一覧表にて確認というようにされているのですけ

れど、これは人が人の記録を見ると、それを安易に私達は承認していいのか

と、客観的なものが上がってきてないわけです。そこが一番疑問に感じる様式

かなと。安易にそうですかとスルーしてしまえばそのままなのですけれど、そ

の職員の方が現場に行って勤務表を確認するような、客観化されるようなもの

をこちらに示していただければ。ただ単にスルーしてしまうような感じの部分

があると、危険ではないかと去年から思っていたのですけれど、そのあたりに

ついていかがお考えでしょうか。他に術がないというのであればそれまでだと

思うのですけれど。 

○議長(秋本会長) ただいまのご意見ご質問について、事務局、回答をお願いいたし

ます。 

○佐藤係長 今のご質問ですけれども、資料 2-1、2-2 に関しましては、他市町村の

市外地域密着型サービス事業所につきまして、久喜市の住民の方が利用させて

いただくという形になります。久喜市にある地域密着型サービス事業所につき

ましては指定期間が６年になりますけれども、その６年の間におおよそ２回、

監査という形で、勤務の状況等、監査係の方でチェックを入れるような形を取

っております。こちらにつきましては市外の地域密着型サービス事業所で、久

喜市では１人利用させていただくという形なので、そこまで久喜市でチェック

を入れるということはできませんけれども。例えばメディカルフローラ新白岡

につきましては白岡市で、あすなろホーム幸手につきましては幸手市で同じよ
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うな監査体制が取られていると思いますので、そこで担保は取れていると考え

ております。 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。久喜市内にある地域密着型サービス事

業所については、久喜市で現地に出向いて監査をしているというお話ですよ

ね。ということになれば、市外ですけれどもこれはそれぞれの自治体がやって

いるという理解で、その相互信頼ということでよろしいでしょうか。 

○佐藤係長 そのとおりでございます。 

○議長(秋本会長) 茨木委員さん、実態はそういうことらしいのですが、よろしいで

しょうか、そういうことで、相互に信頼すると。 

○茨木委員 はい、ご説明はよくわかりました。監査が入るということなのですけ

れども、その監査が入る前、後、その間の期間というのは、特別な連絡等がな

い限りは、訪問するということはあり得ないと当然考えられるわけですので、

もしそこで、その施設で例えばトラブルとかあるいは何か問題が起きた時と

か、あるいはそういう場面で連絡なしで、事務、施設での対応で済んでしまう

問題で、課題が浮き彫りになった時に、相談とかそういうことは当然あるのだ

ろうと思うのですが、その信頼関係というか、そういうアクセスというか。実

際には客観的にこの紙面に上がってきたもので見ると、勤務形態一覧表という

のを確認するということだけで終わってしまうのですけれど、監査が入ってい

るから安心だろうというのは言い訳でしかないのであって、常日頃から市の方

がそういう施設を許可・更新をしているわけですから、その裏付けをやはりも

う少し集めるというか、やはり市がきちんと資料を積み上げておいた方がいい

と思います。それはこの資料だけでは確認できないので補足事項ということ

で、フォローというか、こういう形で積み上げてきていますという一言がある

と、やはりこの資料も信頼を増してくると思うのです。１つの意見としてお聞

きしていただければ。 

○議長(秋本会長) 意見という形なのですが、特に事務局でこの意見に対してコメン

トしておきたいことはありますでしょうか。特に事務局コメントなしでいいで

すか。 

○佐藤係長 はい。 

○議長(秋本会長) はい。ありがとうございました。では、ご意見として賜るという

ことで、茨木委員さん、よろしいですか。 

○茨木委員 はい。 

○議長(秋本会長) ありがとうございます。そうしますと、２件目のこのメディカル

フローラ新白岡についての指定更新でございますが、承認ということでよろし

いでしょうか。 

≪委員了承≫ 

ありがとうございます。それでは承認といたします。議事の２は以上でござい

ます。 

それでは次の議事に移りたいと思います。議事の３の令和５年度介護予防支

援業務委託契約事業所について、事務局からの説明をお願いします。 
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○加納課長補佐 高齢者福祉課地域包括支援係の加納と申します。よろしくお願い

します。 

≪資料 3 に基づき説明≫ 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。ただいま事務局から説明がございまし

た。これにつきまして、皆さんご意見あるいはご質問等ございましたら、どう

ぞよろしくお願いします。ご意見ご質問なしということでよろしいでしょう

か。これも承認を頂きたいということでございますが、承認ということでよろ

しいでしょうか。 

≪委員了承≫ 

ありがとうございます。承認いたします。 

それでは次の議事に移りたいと思います。議事の（４）でございます。これ

は報告事項でございます。令和４年度久喜市高齢者実態調査報告書について事

務局から説明をお願いします。 

○門井主幹 介護保険課主幹の門井でございます。引き続きよろしくお願いいたし

ます。議事の（４）、令和４年度久喜市高齢者実態調査報告書についてご報告

いたします。 

  ≪資料 4 に基づき説明≫ 

   次に、過日資料 4としまして、報告書を皆様にお送りしましたところ、小山委

員様からご質問をいただいましたので、その回答につきましてご説明いたしま

す。 

  ≪令和４年度久喜市高齢者実態調査報告書に関する質問への回答に基づき説明

≫ 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。ただいま事務局から説明がございまし

た。この説明につきまして、ご意見・質問等ございますか。はい、どうぞ。 

○宮地委員 宮地と申します。よろしくお願いします。先ほどの小山さんのご質問

のケアマネジャー調査のところなのですけれども、ケアマネさんは、私も事業

所をやっているのでよくわかっているのですが、おそらく久喜市の介護の実情

をよく知っている方々なので、私よりもっと介護に詳しい方がたくさんいらっ

しゃると思うのですけれども、その方々が充足状況について回答しておられま

す。これを見ますと、やはり訪問介護とか、すごく充足しているとは思えない

ような、「不足している」が 60.5％、「やや不足している」と考えている方を

混ぜたら 90％ぐらいが不足していると、これはおそらく事業所が少ないのでは

なくて、働く人が少ないのだと思うのです。これからの久喜市を考えると、日

本もそうですけれど、人口、少子高齢化でどんどん人口が減ってきていると。

それで人口が減って、他の企業さんもみんなテレビで言っていますけれど、人

材を確保するためにいろいろ奔走しているということで、非常にやはりこれか

ら介護の人材というのは、ますます確保するのは大変になってくるのではない

かと予測されると思うので、そういう人材の確保とかの予想をしていただきな

がら、せっかくプロの方も来ていただいていますし、どれだけ人材が必要なの

か、確保の見込みが久喜市であるのか、そういうことも入れて次の計画、第９
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期の計画をしっかりつくっていってほしいと思っております。 

というのは、やはり介護は人材がいなかったらきっと何もできなくなると思

うので、久喜市は多く人材がいるよというようになれたらいいのではないかと

思います。なかなか難しいことですけれども、これから少子高齢化なので、そ

ういうことをやはり久喜市としては目指していかないといけないのではないか

と思います。 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。宮地委員さんからやはり人材が不足し

ているのかなと、人材確保をどうにかしてほしいというご意見でございます。 

○宮地委員 それを予測して計画を立てていただきたいと、心から思っています。 

○議長(秋本会長) このような意見が宮地委員さんからございましたが、事務局か

ら、何か久喜市は人材確保でこんなにやっているとアピールする意見や施策が

ありましたら、せっかくの機会でございますので、一言どうぞ、事務局。 

○門井主幹 人材確保の関係につきましては、この後議事の５のところでも出てく

るのですけれども、今回第８期計画で、次は第９期計画ですが、もう遡ります

と大分前から、国でも介護人材の確保というのは施策として問題視をしている

部分でございまして、久喜市としましても介護人材の確保ということで議会で

も取り上げられている状況でございます。 

その中で、県では人材確保に向けて資格取得の補助等をやっている部分もご

ざいまして、そういったものに久喜市としてはこれまで協力をしてきておりま

す。今後という話にはなってしまうのですけれども、本市独自でそういったも

のの、人材確保のための補助的なものができないかということで検討を進めて

まいる考えがございます。以上でございます。 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。久喜市独自で人材確保対策ができない

のかということを検討しているということですね。 

○門井主幹 はい。 

○議長(秋本会長) 他の委員さん、何かあります。 

○小山委員 質問に対してご回答をいただきましてありがとうございます。この調

査の結果を見て私がしみじみ思ったのは、私はこの久喜市に越してきたのが平

成の初め頃なのですが、その頃は子ども達がたくさんいたのです。今周りを見

ると子どもがいなくなってひとり暮らしになっている、私も含めてなのです

が。そういう人が非常に増えて、空き家も増えてきて、一方では若い人達の流

入を一生懸命市が、特に南栗橋にマンションをつくったりして進めようとされ

ているのですが、それよりももっと増して高齢期に入るような人が増えてき

て、今高齢化率 31％となっているような状況の中で、特にひとり暮らしの人が

必要とするのは、やはり自分の生活を支えてくれる、先ほどおっしゃったよう

なヘルパーさん、おうちに来てくれる人なのです。生活の場を支えてくれる人

かなと思っています。 

もう１つは、外出をする時に足がないのでいろんなところに出かけられない

とひとり暮らしの方が、やはりご近所にいらっしゃるのです。そうすると、介

護タクシーとかではないのです。しかも、こういうデマンド交通とか循環バス



8 

 

は走る所が大体決まっていますので、もっと身近に生活の中で移動手段がこれ

から必要なのではないかと私は感じています。やはりそこには人が、人材とい

うのが必要というご意見を先ほど頂いて、本当にそれを反映できるようにして

いただきたいと思いました。 

○議長(秋本会長) ご意見ありがとうございました。このご意見に対して、事務局か

らこれだけ言っておきたいところ、何かありますか。 

○門井主幹 調査結果を踏まえて、今、小山委員さんの意見も踏まえてのご回答に

なるかどうかわからないのですけれども、調査の中で外出をする際の移動手段

というものをお伺いしております。今回、前回の調査と順位の入れ替えがござ

いまして、前回の全体順位では徒歩が１位だったのですけれども、今回は僅か

の差ではありますが、自動車、自分で運転というものが第１位となりました。

30 ページに図表があるのですけれども、圏域別で見ますと、菖蒲と栗橋地区で

は移動手段として自動車が１位で、その他の地区では徒歩が第１位という結果

となっております。 

元気な高齢者が増えているとも言えるかもしれないのですけれど、居住する

圏域によっては、買い物とか通院の足として自動車の運転が欠かせない状況に

なってしまっているということかと思います。移動手段については、免許証返

納後の移動手段の心配ですとか、デマンド交通・市内循環バスの運行に関する

ものなど、自由意見のところで多数ご意見を頂いておりますので、これらの意

見につきましては他の課が所管する部分ではございますので、関係課に資料提

供を行って問題として共有をしてまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。それでは、議事の（４）については以

上でよろしいでしょうか。他にございますか。高田委員さんどうぞ。 

○高田委員 この調査報告書なのですが、これの分析はいつ行われるのですか。な

おかつ、分析の結果というのはいつ我々にご公表いただけるのでしょうか。 

○議長(秋本会長) はい、事務局お願いします。 

○門井主幹 分析結果ということなのですけれども、この調査結果を踏まえまし

て、今後この後でご説明します国の基本指針等も踏まえまして、総合的に勘案

して第９期計画というものを策定しますので、その中に盛り込むような形にな

ります。 

○高田委員 報告書についての分析結果というものではないということですか、具

体的には。 

○門井主幹 冊子の紙面の都合もございますので全体的にということには、そうい

う形でお示しはできないと思うのですけれども、この報告の内容を踏まえて計

画に反映させていくということでございます。 

○高田委員 具体的にはどのように反映されたというのが、わかる形になるのです

か、第９期事業計画の中で。 

○門井主幹 まだどのような形でお示しできるかわかりませんが、どのように反映

されたかというのがなるべく見える形で調整してまいりたいと思います。 
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○議長(秋本会長) 高田委員さんの質問したように、この報告書についてカチッとし

た分析報告書のようなものはないのですね、事務局としては。 

○門井主幹 そうです。 

○議長(秋本会長) ただ、その結果、当然報告書がありますので、この報告書を基に

第９期の計画の中にこの分析結果を落とし込んでいくと、こういう回答です

ね。 

○門井主幹 そのように考えております。 

○議長(秋本会長) ですよね。そこまでよろしいですね。 

○高田委員 はい。それで質問なのですけれど、第８期の事業計画を作成するにあ

たっては、同じようにアンケートを取られて分析結果を出されていたように思

うのですけれど、違いますか。 

○門井主幹 前回もこの報告書と計画という形で作成しておりまして、その他に分

析結果という形では取りまとめてはおりません。 

○高田委員 私、このアンケート等にあたって質問したことがあるのですけれど、

これだけ、例えば健康な 65 歳以上に 5,000 人も調査する必要があるのかとか、

地区を 5つに分ける必要があるのかとか。そういうものは、実際にアンケートを

取って、そのアンケートの内容に従って、それを事業計画に生かしますという

ことをおっしゃっていたのですけれど、このアンケートが具体的にどう落とし

込まれているのか、それが見えなければ、本当にこのアンケートのやり方が、

今のままでいいのかという問題があるのではないかと思うのです。例えば先ほ

どもおっしゃった、お年寄りにとって歩く手段がないと、交通手段がないと、

従ってこれを交通企画課に反映させていきたいと思いますというようなことを

おっしゃっていたのですけれど、そういうのが具体的にどういうふうに入って

いるのか全然見えないのです。そういうのを 1つ 1 つ、地域の特性が多かった、

例えば菖蒲とか栗橋は交通手段がなくて困っていると、だから例えばデマンド

タクシーなり、何か久喜市のそういうのが必要だというのをこういうふうに与

えていきますとか。これを具体的にどういうふうに使っているのか、使ってい

こうとしているのかというのをもっと見せていただいていいのではないかと思

うのです。 

落とし込むと言われても、どうやって具体的にこの事業計画に落とし込んで

いるのか。そのために、ここまで必要なのか。分析の結果だけ出ていて、これ

についての分析がないというのは、おかしいのではないかと思うのです。それ

が当然なのですというのが、私にとっては非常に不思議です。これを分析した

上で、例えば 5 つの地区がこういうふうに違っているので、こういうふうにき

め細かな介護保険のサービスが必要ですと、具体的にこうしましたと、結果と

して、事業計画ですけれど。事前にそういうのがあっての話だと思うのです。

どう落とし込んでいるのか見えないで、ただ入れますと言われても納得いかな

いのです。以上です。 

○議長(秋本会長) というご意見がありますけれども、事務局、これに対して何かご

意見ございますか。事務局としてはこの報告書を分析して、さらに計画をつく
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るわけだと思うのですが、計画を説明する時に、この計画はこの報告書のこの

部分を、菖蒲とか、例えば旧久喜市とか、この部分はこういうふうに計画に反

映されていますと丁寧に説明する。場合によってはペーパーを出す。これはこ

の報告書に基づいて、この結果このように生きましたと、少し時間がかかると

思いますが、そういう丁寧な説明が必要かと思います。 

確かに、高田委員さんのようにこれだけの厚い報告書をつくって、はい、お

蔵入りでは、少し残念ですよね、お金もかかっているのですから。だから、こ

の報告書はこのように生きていますと、この部分に生きていますと、この報告

書の菖蒲地区を分析した結果、このように計画に生きましたと、栗橋地区はこ

のように計画に生きましたと。そういう具体的な説明を丁寧にしないと、やは

りもう報告書は始めから調査しなくてもよかったのではないかという意見にな

ってしまいます。ですから、その辺を丁寧に説明するということで、高田さん

よろしいですか。 

○高田委員 はい。私は、もう１つ、全体に何かどうもアンケートでただ投資して

いるだけに思えるのです。このままでいいのかとか、このまま継続して同じ規

模でやっていくのかというのは、毎回毎回考えていただきたいのです。５地区

に分ける、果たして本当に必要があるのか。5,000 人という大規模にアンケート

を取る必要があるのか。それが本当に事業計画なりに生かされるのか。事業計

画ではなくてもいいのです。先ほどの交通企画課に回しますというようなこと

でもいいのですけれど、そういうことで生かされることがあるのかどうかとい

うのは、ただ単純にこれまで 5,000 人でやっていますから、このままでやらせて

くださいというような回答が前回あったのですけれど、その時にきちんと分析

をしますからとおっしゃったと思います。それを考えていただきたいのです。 

要するに、これまでと同じようにやるのではなくて、創意工夫なり、もしく

は費用を削減できるようなことを考えてやっていただきたいということです。

以上です。 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。それでは再度高田委員さんからお話も

ありましたように、この調査結果報告書を計画にこのように生かすのだと、見

える化して丁寧な説明を、計画案を出す時にはお願いしたいと思います。他の

委員さん、先ほど手を挙げましたが他にいらっしゃいますか。はい、宮澤委員

さん。 

○宮澤委員 確認させてほしいのですが、この調査は、計画作成の基礎資料という

ことを目的としているのですけれども、この報告書というのは、どこまでどう

報告される資料なのですか。例えば、この委員会には報告されますけれども、

それ以外の関係者の方など、どこまで報告される資料となっているのか確認し

たいのですが。 

○議長(秋本会長) 事務局、説明をお願いします。 

○門井主幹 こちらの報告書ですが、現在簡易的なものとなっておりますが、ホー

ムページに掲載する他、公共施設等に冊子にしたものを配架して、どなたでも

ご覧いただけるようにする予定でございます。 
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○議長(秋本会長) はい、どうぞ。 

○宮澤委員 広く皆さんに見てもらうということなのですけれども、やはりこのよ

うな資料は、関係者の方々に実際の実態調査の結果を見てもらうこともすごく

大事なことなのかなと思います。それを踏まえて、ページ数で言えば 202 ペー

ジ。これは誤りだと思うのですけれども、202 ページ、・の下から 3 つ目、「介

護が魅力ある職場になるような報酬や制度にしてほしい」、その中段辺り、上

からまた 3 つ目、・「介護が魅力ある職場になるような報酬や制度にしてほし

い」、全く同じ文言が掲載されており、１行削除すべきだと思います。これは

公に見せるということなのですけれども、例えば 96 ページ、私が思ったことな

のですが、自由意見なのですけれども、ランダムに載せているのはわかりま

す。しかし、やはり見る側として、例えば上から2つ目、地域循環バスの利用に

ついてうたっていますが、次の 97 ページの中段辺りに市でバスというようなこ

とが出てくるのです。やっぱりこの制度や、あるいは施設関係、あるいは生活

インフラ、そういった項目ごとにできる範囲で取りまとめた方が見る側という

のは見やすいし、「あれ、さっき見たものではないか。」「ああ、この意見に

はこういう意見もあるのか」と、例えば 97 ページの一番上、「介護保険料が高

い」というように言っていますが、逆に、「いや、そうではないのだ」という

意見もあります。あるいは、真ん中あたりで、介護保険料が年々高くなる、ま

た下から 2 つ目、介護保険料のことをうたっています。 

このようにバラバラだと、見る側というのは、「あれ、前の意見でこうい

う、この意見は違う」とか、それはやはり見る側として興味深く見るために

は、できる範囲で結構ですので、項目をまとめた方がいいのではないかという

意見というか、参考にしていただければと思います。以上です。 

○議長(秋本会長) 何かこれについて事務局コメントありますか。 

○門井主幹 先ほどの意見が重複していた部分につきましては、見落としがござい

まして申し訳ございませんでした。また、項目ごとに並び替えた方がいいとい

う意見につきましては、ランダムに並べたものでございましたが、確かにおっ

しゃるとおりと私も思いましたので、この後並び替えをしたものをもって校了

ということで進めてまいりたいと考えております。 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。はい、廣瀬委員さん、どうぞ。 

○廣瀬委員 廣瀬と申します。私サロンをしておりまして、そこで介護保険を受け

ている人が、よくお茶飲みしている最中にこうなのよと教えてくださって、全

然皆さん、やはりそうやって聞くまでは介護保険というのはわからないのです

よね。難しくてわからなくて、介護保険というのがあるのはわかっているので

すけれども、どうやって使ったらいいのかわからなくて、サロンでそういう話

が出て、いい勉強会で、サロンでまた介護保険の講習をお願いしてやっている

のですが。 

こういうものをもう少し読みやすくまとめて、結果として主婦が読めるよう

な結果を載せてくだされば、こういうのがあるというのを話せるのかと思いま

す。私は、介護保険ができた時に難しい、利用者がいないと思っていました
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が、これによって、こんないい制度ができていて随分よくなったと思っていま

した。私も父を介護していた経験があるので、自分がやった時のことに比べた

ら、介護保険ができてどんなによくなったでしょうということを、よくサロン

で言うのですけれども。ですから、この報告書をわかりやすくまとめて、主婦

が読めるような、例えばサロンでみんなで読みましょうというようなものをつ

くっていただけたら嬉しいと思います。素人の主婦の考えで申し訳ありませ

ん。 

○議長(秋本会長) という意見がございましたが、これに対する何か、事務局コメン

トすることはございますか。 

○門井主幹 廣瀬様からご意見をいただきましたが、市民の方に公表するにあたり

まして、よりわかりやすい表現となりますように努めてまいりたいと思ってお

ります。 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。他に、茨木委員さん、はい、どうぞ。 

○茨木委員 まず小山委員さんからの質問票に対しての回答を読ませていただいた

のですが、この文面を見ると上から目線なのです、小山さんに対して。もう失

礼だ、失礼千万の回答です。小山さんの立場に立っての回答ではないというこ

とは、一事が万事でおそらくすべてのことが引っかかってくるような気がしま

す。つまり、介護保険課というのは福祉の番人なのです。その務めを果たして

いないということを、こういう文面から覗かれてはいけないのです。わかりま

すか。多分回答された方は一生懸命回答しているのでしょうけれど、小山委員

さんの立ち位置に立っていない回答なのです。非常に冷たい、これをまず言い

たいと思います。 

それから２点目なのですけれど、盛んに人が足りないというように言われて

います。昔からヒト・モノ・カネと言いますから、人だけではなくてお金も必

要なのです。そして、モノというか箱物というか、いろんなサービスという

か。ですからこのヒト・モノ・カネというのは、すべてどんな場面でも生きて

くるので、絶えずそれを振り返って事業に当たるとか、計画をする時とか、見

直しが必要だと思うのです。そういうスタンスでないと、一方的で周りに配慮

しない文章や事業ができてしまう、そのような危険があると私は思いました。 

それと最後なのですけれども、今日の新聞にも書いてあったのですけれど、

人の協力というか、手助けを受けないと病院に行けないとか、いろいろな事業

所に行けないといった時に、簡単に何とかバスを利用すればとかオンデマンド

を利用すればとは言ってはいても、実際には、その人一人ひとりの重症度が違

うので利用できないのです。そこで利用するとなったら誰かが付き添わなけれ

ばいけない。大方そのご家族が負担する部分が大きいのでしょうけれど、看護

師を雇うとしたら１日１万円以上かかるのではないかと思うのです。だからま

さに金がかかる。ヒトとモノとカネっていうのをぜひ介護に、今日も市長がお

っしゃっていましたけれど、久喜市は年齢が、県から比べたら高いと言ってい

るわけですから、そこにぜひ予算を組んでほしいし、ただ、もう既に市の広報

で予算が出ていますから、今更というのは難しいですけれど、来年に向けてぜ
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ひ予算を積んでほしいなと、そういう願いがございます。以上です。 

○議長(秋本会長) 茨木委員さんから以上３点、願いという言葉を使いましたが、こ

れに対して市から特に何かコメントすることございますか。特にないですか。

特に行政からはなしということでございます。報告事項はこれでよろしいでし

ょうか。 

はい、次に移りたいと思います。次は報告事項として議事の（５）「久喜市

高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の概要について」に移ります。事務

局の説明をお願いします。 

○門井主幹 議事の（５）、久喜市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画策定

の概要についてご報告いたします。 

  ≪資料 5 に基づき説明≫ 

○議長(秋本会長) ありがとうございました。ただいま事務局からの説明がございま

したが、これに対するご意見あるいはご質問はございますか。はい、高田委員

さん。 

○高田委員 ６ページの大臣告示のポイント案とは、誰の案なのですか。誰が誰に

対して案を出しているのですか。 

○門井主幹 こちらは、基本指針というものは国が定めるものでございまして、そ

の基本指針というものが市町村が作成する介護保険事業計画のガイドラインに

なりますが、まず９期計画に向けて、国の方で基本指針を見直す検討を今行っ

ているところでございまして、基本指針の案が７月に提示される見込みでござ

います。 

○高田委員 これが２月に出たものではないのですか。 

○門井主幹 この資料自体は２月 27 日の国の審議会の資料で示されたものでござい

ます。 

○高田委員 それが７月になると案が取れて指針になるのですか。 

○門井主幹 スケジュールが３ページにございましたが、市町村の方に基本指針の

案として提示されるのは７月頃の見込みでございます。 

○高田委員 わかりました。少し時間も押しているので手短にします。これを読ん

でいて、この大臣告示のポイント案というのは何かさっぱり頭に入ってこなか

ったのですけれど、これを市の介護保険の方に言っても仕方がないのですけれ

ど、基本的考え方を書いているのですけれど、何を書いているのかさっぱりわ

からないのです。例えば①、②というのは基本的考え方ではないのです。外的

要因というか、第９期を取り巻く外部環境なのです。おそらくこうなるであろ

うという、考え方でも何でもないのです。実際に考え方というのは、③の最後

の方に出てくる「介護サービス基盤を整備するとともに」と始まるここのとこ

ろで書いてある３行なのです。それが①、②、③というように下で示されてい

るというように理解しました。 

要は、何が言いたいかというと、国民に対してかわからないですけれど、政

府の高官か厚労省か、そういう人達かどうかわからないですけれど、そこの人

達が煙に巻いたようなことをただ書いているだけなのではないかというように
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思いました。本当にお聞きしたいのは、見直しのポイントがあるのですけれ

ど、見直すというからには何か見直す前のものがあったわけなので、それを知

りたいのですけれど。それが今、この時間にできると思わないので、おそらく

第８期から第９期に対しての見直しだと思うのですけれど、具体的にどこが見

直しになっているのか、それをご提示いただきたいということです。以上で

す。 

○議長(秋本会長) ということで、次回の時にこの見直しのポイントを具体的に、第

８期はこうだったから、第９期はこうなったと説明してほしいということです

ね。 

○高田委員 そうです。 

○議長(秋本会長) ということで、ご意見ですが、事務局それでよろしいですか。 

○門井主幹 かしこまりました。 

○議長(秋本会長) それでは次に茨木委員さんどうぞ。 

○茨木委員 ７ページに括弧のついているページというのは、これから作成する上

でのページ数というように考えていいのですか。例えば８ページから 14 ペー

ジ。 

○議長(秋本会長) 事務局お願いします。 

○門井主幹 大変申し訳ございませんが、お配りした資料の表紙に記載しておりま

すけれども、この資料は国の資料から抜粋したものでございます。本文中に記

載されている資料番号及びページについては、国の資料のものでございます。 

○議長(秋本会長) どうぞ。 

○茨木委員 先ほども申しましたように、私達は委員なので私達にとってそのペー

ジ数というものは要らないのです。それは職員の方が知っていればいいことで

あって、私どもにお示しする必要はなくて逆に誤解を生んでしまうということ

です。そういう点は配慮していただけたらと思います。 

２点目なのですけれど、高田委員さんとかぶってしまう部分があって申し訳

ないのですけれど、先ほどの調査をした結果が、成果と課題というのは当然出

てくるはずです。ですから、次回はその成果と課題についてお示ししていただ

きたいということと、この第９期計画については、先ほどご説明がありました

ように、この内容については第８期の継続の取り組みである、そして第９期に

なって新しい事業の取り組みであるというのを、明確にした形のものをつくっ

ていただきたい。要するにプランとか計画というのは事前に課題があるわけで

すから、課題を私達は知りたいと言っているわけですから、課題なくしてプラ

ンもビジョンもないということなのです。そこをやはり私達が共有する内容で

あると思うのです。ですから、第９期スタートにあたっては当然第８期の反省

もあるでしょうし、そういうことも含めて課題と成果というのを次回お示しし

ていただきたいと思います。以上です。 

○議長(秋本会長) はい、ありがとうございました。ただいま茨木委員さんからご意

見がございましたように、次回７月の協議会の時には、事務局大変かと思いま

すが、丁寧に第８期はこうだったと、第９期はこうですと、できれば１個１個
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 とか全部、１項目１項目は全部できないでしょうけれども、主立ったところ。

これがこうなったと、これはこうならないと、同じだと、わかりやすく説明し

ていただければ、我々も非常にわかりやすく、また意見も出しやすいと思いま

すので、次回の資料づくり、丁寧によろしくお願いしたいと思います。他にご

意見ございますか。よろしいですか。それでは今日の承認事項、それから報告

事項すべて終わりましたので、議長の職をこれで解かさせていただきます。ご

協力ありがとうございました。 

○青木課長 ありがとうございました。続きまして、次第５のその他でございま

す。事務局よりお知らせをさせていただきます。 

○佐藤係長 次回の会議についてお知らせいたします。第２回目の会議は７月 21 日

金曜日に、鷲宮総合支所、４階の 404・405 の会議室で予定しております。時間

は今日と同じ 13 時 15 分からの予定です。よろしくお願いいたします。 

○青木課長 ありがとうございました。本日予定しておりました議事につきまして

はすべて終了いたしました。閉会にあたりまして、本日は木伏副会長が欠席の

ため、秋本会長よりご挨拶を頂きたいと存じます。 

○秋本会長 ≪会長挨拶≫ 

○青木課長 ありがとうございます。以上をもちまして、令和５年度第１回久喜市

介護保険運営協議会を閉会とさせていただきます。委員の皆様ありがとうござ

いました。 
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